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1．問題と目的

2005 年 11 月に「高齢者虐待の防止、高齢者の
養護者に対する支援等に関する法律」（以後、高齢
者虐待防止法）が成立し、2006 年 4 月より施行と
なった。また同時期に 2006年の介護保険制度改正
に伴い、地域包括支援センターが設置された。その
機能の中には、高齢者の権利擁護業務として、高
齢者虐待の早期発見・介入・予防等が位置付けら
れた。

2006 年の「地域包括支援センターの設置運営に
ついて」の通知では、以下のようになっている。
「権利擁護業務は、地域の住民や民生委員、介護
支援専門員などの支援だけでは十分に問題が解決
できない、適切なサービス等につながる方法が見
つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域
において、安心して尊厳のある生活を行うことが
できるよう、専門的・継続的な視点からの支援を
行うものである（法第 115 条の 45 第 1項第 4号）。
業務の内容としては、成年後見制度の活用促進、
老人福祉施設等への措置の支援、高齢者虐待への

高齢者虐待対応に影響を与える地域包括支援センターと
市区町村の関係性

春　名　　　苗
寺　本　珠眞美

高齢者虐待のケースには、市区町村が責任を持ち、地域包括支援センターと連携して対応すること
になっている。だが、実際には、市区町村がイニシアティブをとって高齢者虐待対応を積極的に行う
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対応、困難事例への対応、消費者被害の防止に関
する諸制度を活用し、高齢者の生活の維持を図る
ものである」
高齢者虐待への取り組みに関しては、法施行の
前から地域包括支援センターの前身である在宅介
護支援センターに「困難ケース」として持ち込ま
れ、高齢者相談係など、行政が対応していたところ
もあった（小宮山・永野、2008）。法の施行後は、
高齢者虐待の保護や支援については、地域包括支
援センター等との連携のもとに市区町村が第一義
的に責任を持つ役割を担うことが規定された。
高齢者虐待に関する市区町村の責務としては、
以下のことがあげられている。①高齢者や養護者
に対する相談、指導、助言（第 6 条）、②通報を受
けた場合、速やかな高齢者の安全確認、通報等に係
る事実確認、高齢者虐待対応協力者と対応につい
て協議（第 9 条第 1 項）、③老人福祉法に規定する
措置及びそのための居室の確保、成年後見制度利
用開始に関する審判の請求（第 9 条第 2 項、第 10 
条）、④立入調査の実施（第 11 条）、⑤立入調査の
際の警察署長に対する援助要請（第 12 条）、⑥老
人福祉法に規定する措置が採られた高齢者に対す
る養護者の面会の制限（第 13 条）、⑦養護者に対
する負担軽減のための相談、指導及び助言その他
必要な措置（第 14 条）、⑧専門的に従事する職員
の確保（第 15 条）、⑨関係機関、民間団体等との
連携協力体制の整備（第 16 条）、⑩対応窓口、高
齢者虐待対応協力者の名称の周知（第 18 条）
このように、市区町村が第一義的な責任をもち、
地域包括支援センター等、関係機関との連携のも
と、対応することが明確になった。しかし、地域
包括支援センターの業務の実態については、責任
主体の市区町村が地域包括支援センターに丸投げ
委託をしているなどの問題を抱えていることが指
摘されていた（全国介護保険・高齢者保健福祉担
当課長会議、2009.2）。
全国地域包括・在宅介護支援センター協議会

（2008）からも、高齢者虐待の防止や街づくりに向
けて活発な活動を展開する自治体と制度の円滑な
運用をなかなか果たせないでいる自治体の格差が
広がり、地域包括支援センターの設置運営に大き
な違いとして表れていることが指摘されていた。

また、服部（2008）も、市区町村が地域包括支援
センターに任せずに利用者の声をきくこと、虐待
予防に取り組むことが重要であると述べていた。
日本社会福祉士会（2011）も、市区町村の虐待
対応の体制整備状況や対応内容に格差があり、必
ずしも確立したものになっていない状況を指摘し
ている。
こうした状況の中、2012 年 4 月に施行された改

正介護保険法では、市区町村が地域包括ケアの核
としての地域包括支援センターを機能強化するこ
とが打ち出された。
「地域包括支援センターの設置者は、包括的支援
事業の効果的な実施のために、介護サービス事業
者、医療機関、民生委員法に定める民生委員、高齢
者の日常生活の支援に関する活動に携わるボラン
ティアその他の関係者との連携に努めなければな
らないものとすること」（介護保険法第 115 条 46）
「市町村は、包括的支援事業の実施に係る方針を示
して、当該包括支援事業を委託することができる」
（介護保険法第 115 条の 47）
この改正案では、地域連携が努力義務になった
こと、委託型に対して、運営を任せっぱなしにな
らないように市区町村が委託先の地域包括支援セ
ンターに実施方針を示すことを義務とした。
このことによって、高齢者虐待のケースに関わ
る対応だけではなく、市区町村が地域包括支援セ
ンターの運営全般にも積極的にかかわり強化して
いく責任が明確化されたといえる。虐待発見やそ
の支援のためには、地域包括支援センターの持つ
ネットワークの活用等が不可欠になってくるし、
包括的に市区町村がバックアップ体制をとるとい
うことが重要であろう。
そこで、高齢者虐待の対応をめぐり、市がイニシ
アティブをとり、地域包括支援センターとうまく
連携がとれているのか、聞き取り調査を行い、そ
の課題を明らかにする。

2．地域包括支援センターの聞き取り調査

2014 年 11 月から 2015 年 2 月まで、11 か所の市
区町村に対し、各市区町村に 1か所の地域包括支
援センター、つまり、11 か所の地域包括支援セン
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ターに聞き取りをした。聞き取りに応じてくれた
のは 11名の社会福祉士である。面接では相手の了
解を取り録音させてもらうか、もしくはメモを取
らせてもらった。調査時間は 1か所につき 60分か
ら 120 分に及んだ。
倫理的配慮として、調査対象施設については、場

所や個人が特定されないようにすること、学術的
な目的以外に公表しないことを説明し、十分な理
解と承諾を得てから実施した。
調査結果を、（1）虐待対応会議の持ち方、（2）見
守り支援の計画、（3）特徴による類型化、の 3点
によってまとめていきたい。

（1）虐待対応会議の持ち方
市区町村で、虐待対応会議の持ち方として、虐
待ケースが上がると、随時、会議をもち方針を話
し合うところが 10 か所、虐待のケースがあって
も、それは定例の月 1回の会議まで待ってまとめ
て報告するというところが 1か所であった。随時、
会議が開かれてケースを検討しているところでは
地域包括支援センターは市区町村が協力的である
と感じていることがわかった。

「虐待ケースがあれば、随時、市に言って会議
を開いてもらいます。虐待の対応としては、早
い対応が必要になりますからね」

「何かあれば必ず動いてくれます。疑問がある
ときには言って解決しますからありがたいです
よ。助かっています」

しかし、虐待の対応のための会議がケースに応
じて開かれるのではなく、月 1回の定例会議で行
われているところは地域包括支援センターが対応
に苦慮していることが明らかになった。

「定例会議まで虐待とは市が認定していない
ので、地域包括としては、虐待ケースとして動
くのか、そうでないところで動くのかわからな
いです。誰の権限で動いたらいいのかと思いま
すし、会議開催まで不安ですよね」

「定例会議が行われても、事実確認をした人に
詳しく聞こうともしない。時間も立っていると
情報のずれもあるでしょう。明らかに危険性が
あるケースでも “ 夫婦の問題でしょ ” というの
で、必死に危険だと訴えたこともありました」

虐待のケースは、すぐに対応しなければならな
い場合も多く、定例会議では対応ができないと思
われる。また市区町村の担当者も現場に行って話
を聞いたり、時系列的に情報を整理したりするこ
とも必要になるだろう。直接得た情報で判断して
いなければ、ズレが生じることになる。その他、定
例の会議での判断だけでなく、その判断の基準も
明確にしてほしいとの要望があった。

「定例の会議で判断するときに、虐待対応マ
ニュアルに沿って正確に判断してもらうとまだ
納得がいくけれど、感覚で、“ 虐待じゃないで
しょ”といわれる。本人にも会っていないところ
で判断能力があるなしを判断したり。判断の基
準を明確にしてほしいと思うのですよ」

このような問題に対し、現時点では、地域包括
支援センターが市区町村に働きかけをしていると
のことであった。

「市任せにするのではなくて、こちらが判定会
議を持ってもらうように働きかけることも必要
なのだろうと思います。一度、緊急のケースだ
と必死で訴えた時には成功したので、これから
も随時、がんばっていきます」

地域包括支援センターの働きかけも必要である
と思われるが、市区町村の虐待への理解などは必
要であろう。高齢者虐待防止法の第 9条第 1項で
は、「通報を受けた場合、速やかな高齢者の安全確
認、通報等に係る事実確認、高齢者虐待対応協力
者と対応について協議」とあり、迅速な対応が求
められる。また、現場の声をきちんと聴く福祉の
専門職を配置するなど、虐待のケースの受け皿と
なりうる体制をつくっていかなければならないと
思われる。
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（2）見守り支援の計画
虐待のさまざまなケースの中で、すぐに介入を
しなければならない場合は、計画を立て、連携を取
り合っているところが多かったが、緊急ではなく、
その後の様子を見るような見守り支援に関しては
対応が分かれていた。大渕（2008）は、見守り支援
をするときに、「①だれが、②なにを、③いつまで
見守るのか、④どのような状態になったら、⑤だれ
に、⑥どのような方法で連絡するのか、⑦見守り
を行うものの役割と責任の範囲を明確にする」こ
とが必要だと指摘している。
実際は、市区町村が主導で地域包括支援セン
ターと共に支援計画を立てて、定期的にモニタリ
ングしているところが 6か所、見守り支援の方針
は定まらず、地域包括支援センターに全て任され
ているところが 5か所であった。見守り支援を戦
略的に行っているところは地域包括支援センター
が動きやすいと感じていることがわかった。

「3か月に 1回、必ず振り返りをしてくれます
よ。何かあれば必ず動いていこうと市も一緒に
やるというスタンスですから、心強いですよね」

「虐待ケースの対応には不安や不満はないで
すよ。市とも同じ目線で話ができていますし、あ
りがたいですね。みんなで振り返りをすれば漏
れがありませんしね」

市区町村が虐待の見守り等についても、定期的
なフォローアップ体制を作り、ネットワークがで
きているところは、地域包括支援センターが動き
やすく、また見守りなどについてもしっかりでき
ていることがうかがえた。しかし、虐待ケースに
関しての方針は決めても、見守り支援などに関し
ては方針が定まらず、地域包括支援センターに丸
投げしているところは実質的な見守りができてい
ないことが明らかになった。

「判定会議は役所の責任だけれど、その後の
ことは地域包括支援センターの責任になる。何
でも地域包括支援センターにお願いしますねと
なってしまうのですけれど、そのケースが多す

ぎて目が行き届かないです。見守りって難しい
ですよね」

「虐待ケースに対応したその後、どうするかと
いう戦略がないのですよね。表向きは、“見守り
をしましょう ”となるのですけれど、支援計画書
とか立てないものだから、実態は放置している
ケースが多くなってしまっています」

見守り支援などに対して、きちんと戦略を立て
て支援計画書を作り、フォローアップがなされて
いないと、実際には責任の所在も不明確になり、地
域包括支援センターにすべて対応が任されること
になってしまっている。しかし、そのケースが増
えるにしたがって、地域包括支援センターも目が
行き届かなくなり、ケースの放置のような状況が
起こってしまっている。ケースが悪化してしまっ
てからの発見となり、「見守り支援が難しい」とと
らえてしまう状況が起こっている。

（3）類型化による特徴
上記 2つの特徴をまとめていきたい。1つめが

「虐待対応会議の持ち方」が「定例か随時か」とい
うことである。2つめが「見守り支援」が「放置か
戦略か」ということである。これらは以下のよう
に整理できると考える。
まず、「虐待対応会議の持ち方」を見るとき、「定
例―随時」という軸が設定できる。これは、虐待
ケースが上がると、定例の月 1回の会議まで待っ
てまとめて対応するというところと、随時、会議
をもち方針を話し合うところと考えることができ
る。そして、「見守り支援」を見るとき、「放置―
戦略」という軸が設定できる。これは、見守り支
援は、支援計画が立ててられていないところと支
援計画を立てて定期的にモニタリングしていると
ころと考えることができる。
これら 2つの軸によって 4つの象限が設定され
るから、それらを「定例・放置型」、「定例・戦略
型」、「随時・放置型」、「随時・戦略型」とし、以
下のように 4つに類型化することができる（図 1）。
・「定例・放置型」：  虐待対応会議が定例で持たれ

ており、見守り支援も支援計
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画を立てられていないところ
・「定例・戦略型」：  虐待対応会議が定例で持たれて

いるが、見守り支援は支援計
画を立てて行っているところ

・「随時・放置型」：  虐待対応会議はケースに合わ
せて開催されるが、見守り支
援は支援計画が立てられてい
ないところ

・「随時・戦略型」：  虐待対応会議はケースに合わ
せて開催され、見守り支援は

支援計画を立てて行っている
ところ

11 か所の市区町村の中では、「定例・放置型」が
1か所、「定例・戦略型」が 0か所、「随時・放置型」
が 4か所、「随時・戦略型」が 6か所であった。

そして、類型化による特徴を以下のように整理
した（表 1）。

表 1　類型化による特徴
定例・放置型 随時・放置型 随時・戦略型

虐待対応会議の
持ち方 定例（月 1回まとめて開催） 虐待ケースに合わせて開催 虐待ケースに合わせて開催

地域包括の思い

・  会議開催まで虐待になるのかどう
かわからない
・  何の権限で動いていいかわからな
いがケースは待ってくれない
・  随時動いてくれるように働きかけ
をしている

・行政が協力的で助かる ・行政が協力的で助かる

見守り支援方法 支援計画を立てない
地域包括に丸投げ

支援計画を立てない
地域包括に丸投げ

支援計画を立てて定期的に必ず振り
返り

地域包括の思い
・  見守りはすべて地域包括が行うこ
とになり、目が行き届かずに結果
的に放置になってしまっている

・  見守りはすべて地域包括が行うこ
とになり、目が行き届かずに結果
的に放置になってしまっている

・  何かあれば必ず動いてくれるし、
見守りにも見通しができる。ネッ
トワークが機能している

図 1　地域包括支援センターと市区町村の関係性における類型化

定例・放置型 随時・放置型

定例・戦略型 随時・戦略型
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3．今後の課題

高齢者虐待の対応について、地域包括支援セン
ターと市区町村の関係性は、虐待対応会議の持ち
方や見守り支援の方法によって類型化できること
がわかった。地域包括支援センターからのみの調
査であること、また 11 市区町村のみの実態という
限界はあるが、その中から見えてきたものをまと
めていきたい。

（1）類型から見る課題
類型でみると、虐待対応会議はケースに合わせ
て開催され、見守り支援は支援計画を立てて行っ
ている「随時・戦略型」が地域包括支援センターが
動きやすく、また虐待に対しては、フォローアッ
プもできていることがわかった。
虐待会議はケースに合わせて開催されるが、見

守り支援は支援計画が立てられていない「随時・放
置型」は、会議などの持ち方等に関しては協力的だ
と感じているようであったが、見守り支援方法など

に関しては、丸投げされていると感じていた。虐待
対応だけでなくその後のフォローアップまで市区
町村がイニシアティブをとることが求められる。
虐待対応会議が定例で持たれており、見守り支
援も支援計画を立てられていない「定例・放置型」
は、会議の持ち方も見守り支援のあり方にも市区
町村の協力がないと感じていた。現場の虐待の問
題には早急に対応する必要もあり、定例などの画
一的な対応では難しい。会議をその都度開催した
り、見守り支援のフォローアップなどをしていく
ことが求められる。
虐待対応会議が定例で持たれているが、見守り

支援は支援計画を立てて行っている「定例・戦略
型」は該当する市区町村がなかった。見守り支援等
の支援計画まできちんと立てフォローアップする
体制ができているようなところは、会議も定例では
なく随時開催になっているからだと考えられる。
今後は、「定例・放置型」や「随時・放置型」は、

「随時・戦略型」に移行することが望ましいと考え
られる（図 2）。

図 2　類型化の方向性

定例・放置型 随時・放置型

随時・戦略型
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（2）市区町村の責務の徹底と虐待対応の体制整備
高齢者虐待防止法の第 9条第 1項では、「通報を

受けた場合、速やかな高齢者の安全確認、通報等
に係る事実確認、高齢者虐待対応協力者と対応に
ついて協議」することが市区町村の責務となって
いる。しかし、市区町村によっては虐待のケース
に合わせて対応を協議するのではなく、定例会議
で対応しているところがあった。その都度、柔軟
に対応するように徹底していく必要がある。
国レベルでは、介護保険制度改正時に、法律の
一文に「市区町村の虐待対応の担当者に福祉の知
識がある者をおくことが望ましい」という文言を
加える必要がある。また市区町村の虐待対応の担
当者に虐待対応や支援計画等の研修を義務化する
必要があると考える。
市区町村レベルでは、虐待対応の会議の開催に
ついて、定例で開催している市区町村は、随時開催
をするように体制を見直す必要がある。虐待の対
応は、速やかに安全確認や対応を協議する必要が
あることを認識し、そのケースごとに検討し、支援
していかなければならない。また、随時、会議を
開催していたとしても、見守り支援など緊急性の
高くないケースについては地域包括支援センター
に任せるようになっていた市区町村もあった。地
域包括支援センターの声をしっかり聴き、虐待に
関して、見守りが「ただ見ているだけの放置」に
ならないように徹底する必要がある。そのために
は、市区町村の虐待対応の担当者に福祉の知識が
ある者をおいておくこと、市区町村レベルでも積
極的な研修を行うことなどが必要である。
地域包括支援センターは、高齢者虐待の現場を
一番よく知る立場にあり、関係機関のネットワー
クのキーパーソンになることが多い。そのため、市
区町村の対応に関して、疑問を感じた場合にはそ
のまま受け入れずに働きかけていくことも必要で
ある。市内の他の地域包括支援センターとも連携
し、地域包括支援センターサイドから市区町村を
巻き込んでいくことも課題になってくる。
このように、国、市区町村、地域包括支援セン
ターそれぞれがこれらの課題に対応することに
よって、高齢者虐待への対応の体制整備がより整
い、迅速で適切な支援ができていくと考える。
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